
鳥取県告示第66号

共済事業を行う鳥取県知事の所管に属する中小企業等協同組合の経営の健全性を判断するための基準（平成19

年鳥取県告示第840号）の一部を次のように改正する。

平成20年２月12日

鳥取県知事 平 井 伸 治

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号。以 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号。以

下「法」という。）第58条の４、中小企業等協同組合 下「法」という。）第58条の４、中小企業等協同組合

法施行規則（平成20年内閣府、財務省、厚生労働省、 法施行規則（平成19年内閣府、財務省、厚生労働省、

農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第１ 農林水産省、経済産業省、国土交通省令第１号。以下

号。以下「規則」という。）の規定に基づき、共済事 「規則」という。）の規定に基づき、共済事業を行う

業を行う鳥取県知事の所管に属する中小企業等協同組 鳥取県知事の所管に属する中小企業等協同組合の経営

合の経営の健全性を判断するための基準を次のように の健全性を判断するための基準を次のように定めたの

定めたので、告示する。 で、告示する。

（既発生未報告支払準備金） （既発生未報告支払準備金）

第１条 規則第144条第１項第２号の行政庁が定める 第１条 規則第118条第１項第２号の行政庁が定める

金額は、共済規程（法第９条の６の２第１項に規定 金額は、共済規程（法第９条の６の２第１項に規定

する共済規程をいう。以下同じ。）又は火災共済規 する共済規程をいう。以下同じ。）又は火災共済規

程（法第27条の２第３項に規定する火災共済規程を 程（法第27条の２第３項に規定する火災共済規程を

いう。以下同じ。）に基づく共済の種類ごとに、そ いう。以下同じ。）に基づく共済の種類ごとに、そ

れぞれ次に掲げる金額を平均した金額とする。ただ れぞれ次に掲げる金額を平均した金額とする。ただ

し、当該平均した金額が０を下回った場合には、０ し、当該平均した金額が０を下回った場合には、０

とする。 とする。

(１) 支払準備金の計算の対象となる事業年度（以 (１) 支払準備金の計算の対象となる事業年度（以

下「対象事業年度」という。）の前事業年度末の 下「対象事業年度」という。）の前事業年度末の

既発生未報告支払準備金積立所要額（次項に規定 既発生未報告支払準備金積立所要額（次項に規定

する既発生未報告支払準備金積立所要額をいう。 する既発生未報告支払準備金積立所要額をいう。

以下この項及び次条において同じ。）に、対象事 以下この項及び次条において同じ。）に、対象事

業年度の共済金支払額及び普通支払準備金の額 業年度の共済金支払額及び普通支払準備金の額

（規則第144条第１項第１号に掲げる金額をい （規則第118条第１項第１号に掲げる金額をい

う。以下同じ。）（以下これらを「共済金支払額 う。以下同じ。）（以下これらを「共済金支払額

等」という。）を対象事業年度の前事業年度の共 等」という。）を対象事業年度の前事業年度の共

済金支払額等で除して得られた率を乗じて得られ 済金支払額等で除して得られた率を乗じて得られ

た金額 た金額

(２)及び(３)略 (２)及び(３) 略

２ 略 ２ 略

（異常危険準備金の積立基準） （異常危険準備金の積立基準）



第３条 規則第145条第４項第１号に掲げる異常危険 第３条 規則第119条第５項第１号に掲げる異常危険

準備金（以下「異常危険準備金Ⅰ」という。）は、 準備金（以下「異常危険準備金Ⅰ」という。）は、

共済規程又は火災共済規程に基づく共済の種類ごと 共済規程又は火災共済規程に基づく共済の種類ごと

に、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ当該各号 に、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ当該各号

に定める額の合計額以上を積み立てるものとする。 に定める額の合計額以上を積み立てるものとする。

(１)～(８) 略 (１)～(８) 略

２ 規則第145条第４項第２号に掲げる異常危険準備 ２ 規則第119条第５項第２号に掲げる異常危険準備

金（以下「異常危険準備金Ⅱ」という。）は、規則 金（以下「異常危険準備金Ⅱ」という。）は、規則

第150条第２号に掲げる額に1000分の100を乗じて得 第124条第２号に掲げる額に1000分の100を乗じて得

た額及び責任準備金（同号の予定利率リスクを有す た額及び責任準備金（同号の予定利率リスクを有す

るものに限る。次条第２項において同じ。）の金額 るものに限る。次条第２項において同じ。）の金額

に1000分の１を乗じて得た額の合計額以上を積み立 に1000分の１を乗じて得た額の合計額以上を積み立

てるものとする。 てるものとする。

３ 略 ３ 略

（異常危険準備金の積立限度） （異常危険準備金の積立限度）

第４条 略 第４条 略

２ 異常危険準備金Ⅱの積立ては、規則第150条第２ ２ 異常危険準備金Ⅱの積立ては、規則第124条第２

号に掲げる額及び責任準備金の金額に100分の３を 号に掲げる額及び責任準備金の金額に100分の３を

乗じて得た額の合計額を限度とする。 乗じて得た額の合計額を限度とする。

（出資金、準備金等の計算） （出資金、準備金等の計算）

第７条 規則第149条第１項第４号の行政庁が定める 第７条 規則第123条第１項第４号の行政庁が定める

率は、100分の90（特定共済組合（法第９条の２第 率は、100分の90（特定共済組合（法第９条の２第

７項に規定する特定共済組合をいう。）、火災共済 ７項に規定する特定共済組合をいう。）、火災共済

協同組合、法第９条の９第１項第３号の事業を行う 協同組合、法第９条の９第１項第３号の事業を行う

協同組合連合会及び特定共済組合連合会（法第９条 協同組合連合会及び特定共済組合連合会（法第９条

の９第４項に規定する特定共済組合連合会をい の９第４項に規定する特定共済組合連合会をい

う。）（以下「特定共済組合等」と総称する。）が う。）（以下「特定共済組合等」と総称する。）が

有するその他有価証券（財務諸表等の用語、様式及 有するその他有価証券（財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59 び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。）第８条第21 号。以下「財務諸表等規則」という。）第８条第21

項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。） 項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。）

の貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を の貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を

下回る場合には、100分の100）とする。 下回る場合には、100分の100）とする。

２ 規則第149条第１項第５号の行政庁が定める率 ２ 規則第123条第１項第５号の行政庁が定める率

は、100分の85（特定共済組合等が有する土地の時 は、100分の85（特定共済組合等が有する土地の時

価が帳簿価額を下回る場合には、100分の100）とす 価が帳簿価額を下回る場合には、100分の100）とす

る。 る。

３ 規則第149条第１項第６号の行政庁が定めるもの ３ 規則第123条第１項第６号の行政庁が定めるもの

は、次の各号に掲げるものとし、当該定めるものの は、次の各号に掲げるものとし、当該定めるものの

額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 税効果相当額（任意積立金の取崩しを行うこ (３) 税効果相当額（任意積立金の取崩しを行うこ

と等によりリスク対応財源として期待できるもの と等によりリスク対応財源として期待できるもの



の額をいう。） 次の算式により得られる額（繰 の額をいう。） 次の算式により得られる額（繰

延税金資産（税効果会計（規則第102条第１項第 延税金資産（税効果会計（規則第76条第１項第２

２号に規定する税効果会計をいう。以下同じ。） 号に規定する税効果会計をいう。以下同じ。）の

の適用により資産として計上されるものをいう。 適用により資産として計上されるものをいう。以

以下同じ。）の額が０である特定共済組合等（繰 下同じ。）の額が０である特定共済組合等（繰延

延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除 税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除さ

された額があるものに限る。）にあっては、０と れた額があるものに限る。）にあっては、０とす

する。） る。）

Ａ× t Ａ× t

１－t １－t

備考 略 備考 略

（リスクの合計額） （リスクの合計額）

第８条 規則第150条に規定する同条各号に掲げる額 第８条 規則第124条に規定する同条各号に掲げる額

を基礎として計算した額は、次の算式により計算し を基礎として計算した額は、次の算式により計算し

た額とする。 た額とする。

リスクの合計額＝［（Ｒ１）２＋（Ｒ３＋Ｒ４） リスクの合計額＝［（Ｒ１）２＋（Ｒ３＋Ｒ４）

２］1/2＋Ｒ２＋Ｒ５ ２］1/2＋Ｒ２＋Ｒ５

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、そ 備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、そ

れぞれ次に定めるとおりとする。 れぞれ次に定めるとおりとする。

Ｒ１ 一般共済リスク相当額（次条第１項第 Ｒ１ 一般共済リスク相当額（次条第１項第

１号に掲げる額をいう。） １号に掲げる額をいう。）

Ｒ２ 巨大災害リスク相当額（次条第１項第 Ｒ２ 巨大災害リスク相当額（次条第１項第

２号に掲げる額をいう。） ２号に掲げる額をいう。）

Ｒ３ 予定利率リスク相当額（規則第150条 Ｒ３ 予定利率リスク相当額（規則第124条

第２号に掲げる額をいう。） 第２号に掲げる額をいう。）

Ｒ４ 財産運用リスク相当額（規則第150条 Ｒ４ 財産運用リスク相当額（規則第124条

第３号に掲げる額をいう。） 第３号に掲げる額をいう。）

Ｒ５ 経営管理リスク相当額（規則第150条 Ｒ５ 経営管理リスク相当額（規則第124条

第４号に掲げる額をいう。） 第４号に掲げる額をいう。）

（各リスクの計算） （各リスクの計算）

第９条 規則第150条第１号に掲げる額は、次に掲げ 第９条 規則第124条第１号に掲げる額は、次に掲げ

る額を合計して計算するものとする。 る額を合計して計算するものとする。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

２ 規則第150条第２号に掲げる額は、責任準備金の ２ 規則第124条第２号に掲げる額は、責任準備金の

予定利率ごとに当該予定利率を別表第２の左欄に掲 予定利率ごとに当該予定利率を別表第２の左欄に掲

げる予定利率の区分により区分し、それぞれ同表の げる予定利率の区分により区分し、それぞれ同表の

右欄に定めるリスク係数を乗じて得られた数値を合 右欄に定めるリスク係数を乗じて得られた数値を合

計し、その得られた合計値を、当該予定利率の責任 計し、その得られた合計値を、当該予定利率の責任

準備金残高に乗じて得た額を合計して計算するもの 準備金残高に乗じて得た額を合計して計算するもの

とする。 とする。

３ 規則第150条第３号イに掲げる額は、リスク対象 ３ 規則第124条第３号イに掲げる額は、リスク対象

資産を別表第３の左欄に掲げるリスク対象資産の区 資産を別表第３の左欄に掲げるリスク対象資産の区

分により区分し、当該リスク対象資産の額（貸借対 分により区分し、当該リスク対象資産の額（貸借対



照表に計上されたリスク対象資産の額をいう。以下 照表に計上されたリスク対象資産の額をいう。以下

同じ。）にそれぞれ同表の右欄に定めるリスク係数 同じ。）にそれぞれ同表の右欄に定めるリスク係数

を乗じて得られる額を合計して計算するものとす を乗じて得られる額を合計して計算するものとす

る。 る。

４ 規則第150条第３号ロに掲げる額は、リスク対象 ４ 規則第124条第３号ロに掲げる額は、リスク対象

資産を別表第４の左欄に掲げるリスク対象資産の区 資産を別表第４の左欄に掲げるリスク対象資産の区

分により区分し、当該リスク対象資産の額にそれぞ 分により区分し、当該リスク対象資産の額にそれぞ

れ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じて得られる れ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じて得られる

額を合計して計算するものとする。 額を合計して計算するものとする。

５ 規則第150条第３号ハに掲げる額は、リスク対象 ５ 規則第124条第３号ハに掲げる額は、リスク対象

資産を別表第５の左欄に掲げる法人の業務形態ごと 資産を別表第５の左欄に掲げる法人の業務形態ごと

に同表の中欄に掲げるリスク対象資産の区分により に同表の中欄に掲げるリスク対象資産の区分により

区分し、当該リスク対象資産の額にそれぞれ同表の 区分し、当該リスク対象資産の額にそれぞれ同表の

右欄に定めるリスク係数を乗じて得られる額を合計 右欄に定めるリスク係数を乗じて得られる額を合計

して計算するものとする。 して計算するものとする。

６ 規則第150条第３号ニに掲げる額は、次に掲げる ６ 規則第124条第３号ニに掲げる額は、次に掲げる

額を合計して計算するものとする。 額を合計して計算するものとする。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

７ 規則第150条第４号に掲げる額は、同条第１号か ７ 規則第124条第４号に掲げる額は、同条第１号か

ら第３号までに規定するリスク相当額の合計額に、 ら第３号までに規定するリスク相当額の合計額に、

別表第８の左欄に掲げる対象組合の区分に応じ、同 別表第８の左欄に掲げる対象組合の区分に応じ、同

表の右欄に定めるリスク係数を乗じて計算するもの 表の右欄に定めるリスク係数を乗じて計算するもの

とする。 とする。

（貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計 （貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計

額を基礎として計算した金額） 額を基礎として計算した金額）

第10条 規則第192条第２項及び第３項の行政庁が定 第10条 規則第166条第２項及び第３項の行政庁が定

めるところにより計算した金額は、貸借対照表の負 めるところにより計算した金額は、貸借対照表の負

債の 部に計上されるべき金額の合計額から次に掲 債の部に計上されるべき金額の合計額から次に掲げ

げる額の合計額を控除した金額とする。 る額の合計額を控除した金額とする。

(１) 規則第145条第１項第２号の異常危険準備金 (１) 規則第119条第１項第２号の異常危険準備金

の額 の額

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略

別表第６（第９条関係） 別表第６（第９条関係）

リスク対象金額 リスク係数 リスク対象金額 リスク係数

規則第144条第３項に基 １パーセント 規則第118条第３項に基 １パーセント

づいて積み立てないことと づいて積み立てないことと

した支払準備金及び規則第 した支払準備金及び規則第

148条に基づいて積み立て 122条に基づいて積み立て

ないこととした責任準備金 ないこととした責任準備金

備考 略 備考 略

附 則

この告示は、平成20年２月12日から施行する。


